
第６４号 平成２４年度徳島県工業用水道事業会計補正予算（第３号）

（総則）

第１条 平成２４年度徳島県工業用水道事業会計の補正予算（第３号）は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 平成２４年度徳島県工業用水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（補正前） （補正後）

�４ 建設改良工事 吉野川北岸工業用水道改良工事 ６０７，１９０千円 １，０２０，１９０千円

（資本的収入及び支出）

第３条 予算第４条本文括弧書中「不足する額８９７，３５３千円」を「不足する額１，１７２，６８７千円」に，「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３６，２３０千

円及び過年度分損益勘定留保資金８６１，１２３千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額５５，８９７千円，減債積立金１６５，０００千円及び過年度分損益

勘定留保資金９５１，７９０千円」に改め，資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第１款 資 本 的 収 入 １４３，８３０千円 １３７，６６６千円 ２８１，４９６千円

第３項 補 助 金 １３７，６６６千円 １３７，６６６千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 １，０４１，１８３千円 ４１３，０００千円 １，４５４，１８３千円

第１項 建 設 改 良 費 ７９１，１６０千円 ４１３，０００千円 １，２０４，１６０千円

平 成２５年 ２ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門
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第８４号 平成２４年度徳島県病院事業会計補正予算（第１号）

（総則）

第１条 平成２４年度徳島県病院事業会計の補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 平成２４年度徳島県病院事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（補正前） （補正後）

�１ 病 床 数 ８３０床 ７９０床

�２ 年 間 患 者 数

入 院 ２１４，９８５人 ２１１，７０１人

外 来 ２９７，９２０人 ２７８，６１３人

�３ １ 日 平 均 患 者 数

入 院 ５８９人 ５８０人

外 来 １，２１６人 １，１３７人

�４ 主要な建設改良事業

病院増改築工事費 ２，９０９，４３３千円 １，１９２，６８９千円

医療器械及び備品購入費 ３，５２０，８６９千円 ３，５１４，６６９千円

（収益的収入及び支出）

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第１款 病 院 事 業 収 益 １７，３８８，５２７千円 ７７０，５５０千円 １８，１５９，０７７千円

第１項 医 業 収 益 １５，５５３，９２９千円 ８６２，６１４千円 １６，４１６，５４３千円

第２項 医 業 外 収 益 １，８３４，５９８千円 △９２，０６４千円 １，７４２，５３４千円

支 出

再校
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第１款 病 院 事 業 費 用 １８，８０２，３１６千円 ６２５，６４３千円 １９，４２７，９５９千円

第１項 医 業 費 用 １７，９７８，９９２千円 ７１５，９０３千円 １８，６９４，８９５千円

第２項 医 業 外 費 用 ４８７，６６８千円 △３８，７９７千円 ４４８，８７１千円

第３項 特 別 損 失 ３３５，６５６千円 △５１，４６３千円 ２８４，１９３千円

（資本的収入及び支出）

第４条 予算第４条本文括弧書中「不足する額６６５，４９３千円」を「不足する額６１７，０３４千円」に，「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額５，１２０千円及

び過年度分損益勘定留保資金６６０，３７３千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３，９９０千円及び過年度分損益勘定留保資金６１３，０４４千円」に

改め，資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第１款 資 本 的 収 入 １０，６０２，８４６千円 △１，６７４，４８５千円 ８，９２８，３６１千円

第１項 企 業 債 ４，３７７，０００千円 △７３０，０００千円 ３，６４７，０００千円

第２項 負 担 金 ４５３，８４６千円 △４４，５７５千円 ４０９，２７１千円

第４項 補 助 金 １，８７２，０００千円 △８９９，９１０千円 ９７２，０９０千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 １１，２６８，３３９千円 △１，７２２，９４４千円 ９，５４５，３９５千円

第１項 建 設 改 良 費 ６，４３０，３０２千円 △１，７２２，９４４千円 ４，７０７，３５８千円

（継続費）

第５条 継続費の年割額を次のとおり補正する。

款 項 事 業 名
補 正 前 補 正 後

総 額 年 度 年 割 額 総 額 年 度 年 割 額

１ 資 本 的 支 出 １ 建 設 改 良 費 三 好 病 院 高 層 棟
改 築 等 事 業 ５，１３０，０００ ２２ ８，０００ ５，１３０，０００ ２２ ８，０００

２３ ２，１００ ２３ ２，１００

２４ ２，４５７，０００ ２４ ８６６，８８３

千円 千円 千円千円

三校
５８

平成25年2月議案その3



２５ ２，６６２，９００ ２５ ４，２５３，０１７

（企業債）

第６条 予算第６条に定めた企業債を次のとおり補正する。

１ 変 更

起 債 の 目 的
限 度 額

補 正 前 補 正 後

病 院 整 備 事 業 ４，３２１，０００ ３，５９１，０００

計 ４，３７７，０００ ３，６４７，０００

千円 千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第７条 予算第８条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

�１ 職 員 給 与 費 ９，９４８，１９６千円 ６３，００９千円 １０，０１１，２０５千円

（たな卸資産の購入限度額）

第８条 予算第９条中「４，１５０，０００千円」を「４，３８０，０００千円」に改める。

平 成２５年 ２ 月２２日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門
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第８５号 平成２４年度徳島県電気事業会計補正予算（第３号）

（総則）

第１条 平成２４年度徳島県電気事業会計の補正予算（第３号）は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 平成２４年度徳島県電気事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（補正前） （補正後）

�１ 供給電力量 ３２４，０００，０００ｋＷｈ ３６５，５８２，９００ｋＷｈ

�２ 建設改良工事 マリンピア沖洲太陽光発電所建設事業 ７３５，０００千円 ６５０，０００千円

既設設備改良工事 １，７８８，９９０千円 １，６８０，２８０千円

（収益的収入及び支出）

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第１款 事 業 収 益 ２，６０６，２５１千円 ６８，２８２千円 ２，６７４，５３３千円

第１項 営 業 収 益 ２，５６５，７１８千円 ６４，８９８千円 ２，６３０，６１６千円

第２項 財 務 収 益 ３１，５７０千円 １，００４千円 ３２，５７４千円

第３項 事 業 外 収 益 ８，６６３千円 ３５１千円 ９，０１４千円

第４項 特 別 利 益 ３００千円 ２，０２９千円 ２，３２９千円

支 出

第１款 事 業 費 用 ２，３６５，８５８千円 △６３，５１４千円 ２，３０２，３４４千円

第１項 営 業 費 用 ２，３４８，５５４千円 △８７，１８５千円 ２，２６１，３６９千円

第３項 事 業 外 費 用 １３，２９０千円 ２２，３７４千円 ３５，６６４千円

第４項 特 別 損 失 １，０００千円 １，２９７千円 ２，２９７千円

（資本的収入及び支出）

再校
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第４条 予算第４条本文括弧書中「不足する額２，９７８，７７４千円」を「不足する額２，５１５，４６０千円」に，「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額８４，９７７千

円，建設改良積立金７８８，４００千円及び過年度分損益勘定留保資金２，０８１，９３８千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１３７，７６７千円，建設改良

積立金１，１０１，４００千円及び過年度分損益勘定留保資金１，２５２，８３４千円」に改め，資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第１款 資 本 的 収 入 ２８６，９５５千円 ６，６６５千円 ２９３，６２０千円

第１項 固 定 資 産 売 却 代 ４，４３２千円 ６，６６５千円 １１，０９７千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 ３，２６５，７２９千円 △４５６，６４９千円 ２，８０９，０８０千円

第１項 建 設 改 良 費 ２，７５０，７９０千円 △１９３，７１０千円 ２，５５７，０８０千円

第２項 投 資 ５１４，９３９千円 △２６２，９３９千円 ２５２，０００千円

（継続費）

第５条 継続費の総額及び年割額を次のとおり補正する。

款 項 事 業 名
補 正 前 補 正 後

総 額 年 度 年 割 額 総 額 年 度 年 割 額

１ 資 本 的 支 出 １ 建 設 改 良 費 日野谷発電所屋外機器
取 替 事 業 ７１８，００７ ２３ １４６，２８５ ６２５，９６０ ２３ １４６，２８５

２４ ５１９，３８４ ２４ ４２７，３３７

２５ ５２，３３８ ２５ ５２，３３８

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第６条 予算第６条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

�１ 職 員 給 与 費 ８５７，３７５千円 △３８，７０８千円 ８１８，６６７千円

三校

千円 千円 千円 千円
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平 成２５年 ２ 月２２日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

初校
６３

平成25年2月議案その3



初校

�

平成25年2月議案その3



第８６号 平成２４年度徳島県工業用水道事業会計補正予算（第４号）

（総則）

第１条 平成２４年度徳島県工業用水道事業会計の補正予算（第４号）は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 平成２４年度徳島県工業用水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（補正前） （補正後） （補正前） （補正後）

�１ 給水事業所数 ３３ ３２ 吉野川北岸工業用水道 ２３ ２２

�２ 年間総給水量 ６５，５２４，８００� ６５，４５１，８００� 吉野川北岸工業用水道 ３８，６９７，３００� ３８，６２４，３００�

�３ １日平均給水量 １７９，５２０� １７９，３２０� 吉野川北岸工業用水道 １０６，０２０� １０５，８２０�

�４ 建設改良工事 吉野川北岸工業用水道改良工事 １，０２０，１９０千円 ９６９，７０２千円

阿南工業用水道改良工事 １８３，９７０千円 １７５，９０６千円

（収益的収入及び支出）

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第１款 事 業 収 益 １，０６８，５９５千円 ７，３６６千円 １，０７５，９６１千円

第１項 営 業 収 益 １，０６２，８７６千円 ６，４４５千円 １，０６９，３２１千円

第２項 営 業 外 収 益 ５，７１９千円 ９２１千円 ６，６４０千円

支 出

第１款 事 業 費 用 ９４７，３９６千円 １，１４５千円 ９４８，５４１千円

第１項 営 業 費 用 ８６２，６５７千円 △４２，３８４千円 ８２０，２７３千円

第２項 営 業 外 費 用 ８４，７３９千円 ４３，５２９千円 １２８，２６８千円

（資本的収入及び支出）

第４条 予算第４条本文括弧書中「不足する額１，１７２，６８７千円」を「不足する額１，１０４，１９５千円」に，「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額５５，８９７千

再校
第８６号 平成２４年度徳島県工業用水道事業会計補正予算（第４号） ６５

平成25年2月議案その3



円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額５３，３４５千円」に，「過年度分損益勘定留保資金９５１，７９０千円」を「過年度分損益勘定留保資金８８５，８５０千

円」に改め，資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第１款 資 本 的 収 入 ２８１，４９６千円 ２００，０４３千円 ４８１，５３９千円

第１項 固 定 資 産 売 却 代 ３３１千円 ４３千円 ３７４千円

第４項 他 会 計 長 期 借 入 金 ２００，０００千円 ２００，０００千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 １，４５４，１８３千円 １３１，５５１千円 １，５８５，７３４千円

第１項 建 設 改 良 費 １，２０４，１６０千円 △５８，５５２千円 １，１４５，６０８千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ２４８，５２３千円 △８，４３７千円 ２４０，０８６千円

第３項 国 庫 補 助 金 返 還 金 １，５００千円 △１，４６０千円 ４０千円

第４項 他会計長期借入金償還金 ２００，０００千円 ２００，０００千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第５条 予算第７条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

�１ 職 員 給 与 費 ２１０，１９９千円 △４，８６２千円 ２０５，３３７千円

平 成２５年 ２ 月２２日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

三校
６６
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第８７号 平成２４年度徳島県土地造成事業会計補正予算（第１号）

（総則）

第１条 平成２４年度徳島県土地造成事業会計の補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（資本的収入及び支出）

第２条 平成２４年度徳島県土地造成事業会計予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する（資本的収入額が資本的支出額に対し不足

する額３，９２３千円は，過年度分損益勘定留保資金３，９２３千円で補てんするものとする。）。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第１款 資 本 的 収 入 ３３，０７７千円 ２００，０００千円 ２３３，０７７千円

第１項 他会計長期貸付金返還金 ３３，０７７千円 ２００，０００千円 ２３３，０７７千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 ２３７，０００千円 ２３７，０００千円

第１項 投 資 ２３７，０００千円 ２３７，０００千円

平 成２５年 ２ 月２２日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

再校
第８７号 平成２４年度徳島県土地造成事業会計補正予算（第１号） ６７

平成25年2月議案その3


